
積算基準の公表について 

 

平成３０年１２月１７日 

 

 

これまで宮崎県（営繕課）では、公共建築工事発注時の積算において、国土交通省大臣官

房官庁営繕部監修「公共建築工事積算基準」を準用していることを公表しておりましたが、

営繕工事の入札及び積算のより一層の適正化、効率化を図るため、県独自で定める積算基準

等についても公表することとしましたので、お知らせします。 

記 

１ 変更内容 

＜積算基準等＞ 

項目 基準等 

積算総括 公共建築工事積算基準（注意1） 

共通費基準 公共建築工事共通費積算基準（注意1） 

公共建築工事積算基準等資料（注意1） 

単価基準 公共建築工事標準単価積算基準（注意1） 

公共建築工事積算基準等資料（注意1） 

数量基準 公共建築数量積算基準（注意1） 

公共建築設備数量積算基準（注意1） 

内訳書式 公共建築工事内訳書標準書式（注意1） 

見積書式 公共建築工事見積標準書式（注意1） 

（注意1）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（国土交通省ホームページ） 

 

 

項目 基準等 

積算総括 建築工事積算要領（県基準） 

共通費基準 建築工事共通費積算要領（県基準） 

建築工事積算要領等資料（県基準） 

単価基準 公共建築工事標準単価積算基準（注） 

建築工事積算要領等資料（県基準） 

数量基準 公共建築数量積算基準（注） 

公共建築設備数量積算基準（注） 

内訳書式 公共建築工事内訳書標準書式（注） 

見積書式 公共建築工事見積標準書式（注） 

（注）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（国土交通省ホームページ） 

 



 

※ 詳細は、県ホームページ「建築工事積算基準等について」をご覧ください。 

  （ http://www.pref.miyazaki.lg.jp/eizen/shakaikiban/tochi/page00050.html ） 

 

２ 問い合わせ先 

宮崎県県土整備部 

営繕課 建築計画担当  電話０９８５－２６－７５４８ 


